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1. はじめに 

火山灰質土や有機質土をセメント系固化材で地盤改良すると六価クロムが基準超過する場合がある．ポルトラン

トセメントには，微量の六価クロムが含まれている．通常はセメント水和生成物で再固定され不溶化するが，土壌

中にアロフェンおよび非晶質無機成分や有機物等が存在した場合，セメント水和反応が阻害されることで六価クロ

ムが溶出すると知られている 1),2)．建設工事においては，国土交通省からの通知（建設省技調発第 48 号，平成 12

年 3 月 24 日）により，セメント系固化材による地盤改良や改良土を再利用する場合には六価クロム溶出試験を実

施し，六価クロムの土壌環境基準を満足することを確認することとなっている．令和 3 年 10 月 7 日には，環境省

より「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について」の告示があ

り，令和 4 年 4 月 1 日より六価クロムの基準値が，現行の 0.05 mg/L から 0.02 mg/L に改正された．今回の改正を

受けて、将来的には六価クロムの土壌環境基準についても規制強化される可能性がある．今後の実務での対応を考

えるために，セメント系固化材による地盤改良での六価クロムの基準超過実態や地域特性について検討を行ったの

で報告する． 

2. 使用データ 

使用データは，2011 年～2022 年に当社の施工現場で採取した土質試料を用いた室内配合試験（六価クロム溶出

試験）の結果を用いた．土壌試料を採取した場所は，関西地区を中心とし関東地区から九州地区で 51 現場であ

る．六価クロム溶出試験は材齢 7 日の供試体を用いて環境庁告示 46 号で実施した．併せて粒度試験結果や土質区

分の情報についても可能な限り入手した． 

3. 検討方法 

使用したセメント系固化材は，メーカー6 社の 18 製品の中から現場条件や対象土質に応じて選定した．セメン

ト系固化材は，メーカーや製品によりそれぞれ配合材料が異なっているが，セメント系固化材の種類に応じて汎用

型固化材（一般軟弱土用），汎用型固化材（特殊土用），高有機質土用固化材に分類した．セメント系固化材による

地盤改良での六価クロムの基準超過実態を調べるために，六価クロムの溶出量とセメント系固化材の添加量の関係

及び六価クロム溶出量と細粒分含有率の関係，土壌溶出基準超過地域の分布について検討を行った． 

4. 検討結果 

(1) セメント系固化材の添加量と六価クロム溶出量 

 図 1 にセメント系固化材の添加量と六価クロム溶出量

の関係をセメント系固化材の種類別に示す．いずれの種

類のセメント系固化材においても．相関係数は小さいも

のの添加量が増えると六価クロム溶出量も大きくなる傾

向が認められた．一般軟弱土用では添加量が 100 kg/m3以

上になると六価クロム溶出量が 0.05 mg/L を超える調査件

数が多くなった．特殊土用では 100 kg/m3以上でも六価ク

ロム溶出量が 0.05 mg/L を超える調査件数は 4 割であっ

た．高有機質土用は，調査件数が少なくバラツキが大き
図 1 添加量と六価クロム溶出量 
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いため，明確な傾向は認められなかった． 

(2) 細粒分含有率と六価クロム溶出量 

図 2 に細粒分含有率（細粒分粒径 75μm ふるい通過質量百分率）と六価クロム溶出量の関係を示す．細粒分含有

率が 50 %以上のものが細粒土に分類され，火山灰質粘性土（関東ローム）や有機質土などであった．細粒分含有

率が 50 %未満のものは粗粒土となり，火山灰質のものはスコリアやシラス軽石と呼ばれる．図から分かるように

細粒分含有率が 10 %以下の粗粒土でも，セメント系固化材の種類や添加量の条件により六価クロム溶出量が土壌

環境基準を大きく超過した． 

(3) 黒ボク土の分布と六価クロム溶出超過 

図 3 に黒ボク土の分布図と六価クロム溶出超過の位置関係を示す．黒ボク土は，母材が火山灰土と腐食で構成さ

れる土壌であり，全国に広く分布している．六価クロムが基準超過した現場は黒ボク土のエリアと概ね重なってい

る．いずれも富士山火山，大山成層火山，阿蘇山火山からの噴出物が堆積するなどの影響を及ぼす領域であった．  

(4) 規制強化と今後の影響 

図 4 に地域ごとの基準値超過の割合を示す．0.05 mg/L の

六価クロム溶出量の基準値を超過する割合は，火山灰や火

山噴出物の堆積物が少ない関西で約 20 %であり、中国での

大山の影響範囲外の調査実績が多いため約 17 %である．そ

の他の地域は火山灰や火山噴出物の堆積物を含む場所が多

いため，約 50 %であった．六価クロム溶出量が 0.02 mg/L

を超過する割合に着目すると，0.05 mg/L を超過する割合の

2 倍近くなる傾向が認められた． 

5. まとめ 

六価クロムが溶出しやすい土質条件では，セメント系固

化材の添加量と六価クロム溶出量に一定の相関が見られ

た．スコリアやシラス軽石等で，細粒分含有率が 10 %以下

の粗粒土でも，セメント系固化材の種類や添加量の条件に

よっては，六価クロム溶出量が土壌環境基準を大きく超過

する場合がある．六価クロムが基準超過した地域は，黒ボ

ク土の分布する領域と重なっており，セメント系固化材の

使用に際しての判断資料となる．今後，六価クロムの土壌

環境基準が規制強化された場合，それ以前に六価クロム溶

出試験で基準適合していても，新しい基準では適合しない

状況が発生すると考える．改良土の再利用などにも大きく

影響する． 
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図 3 黒ボク土分布図 

図 2 細粒分含有率と六価クロム溶出量

図 4 基準値改正に伴う影響の推定 

（添加量 100kg/m3以下） 
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